
第二号様式〔第３条〕

平成™�年˜月™›日 金曜日 (号外第˜œ号)官 報

（
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
指
定
地
域
の
指
定
の
要
請
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
指
定
地
域
の
指
定
を
要
請
し
よ
う
と
す
る
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け

る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六

十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
要
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
を
要
請
す
る
地
域

二

指
定
を
要
請
す
る
理
由

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
タ
ク
シ
ー
運
転
者
登
録
原
簿
の
保
存
期
間
）

第
九
条
の
二

法
第
十
一
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
登
録
の
消
除
の
日
か
ら
二
年
間
と
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
指
定
地
域
」
を
「
単
位
地
域
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
を
第
十
六
条
の
五
と
し
、
第
十
六
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
実
施
機
関
の
登
録
の
有
効
期
間
）

第
十
六
条
の
四

法
第
二
十
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
指
定
地
域
内
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
中
「
場
合
、」を
「
場
合
及
び
」
に
改
め
、「
及
び
指
定
地
域
外
の
営
業
所
に
配
置
す
る
タ
ク
シ
ー
に
運

転
者
証
又
は
事
業
者
乗
務
証
に
類
似
す
る
も
の
を
表
示
す
る
場
合
」
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
四
十
四
条
の
二

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
地
方
運
輸
局
長
に
委

任
す
る
。

一

法
第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
の
指
定

二

法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
法
第
二
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
指
定

地
域
の
指
定
の
解
除

三

法
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
指
定
地
域
の
指
定

四

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
の
指
定

五

法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
及
び
検
査

六

法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
十

一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
封
印
の
取
付
け
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
識
別
情
報
の
通
知

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
運
輸
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

道
路
運
送
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
の
返
納
の
受
理
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
の
領

置
並
び
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
検
査
証
及
び
自
動
車
登
録
番
号
標
の
返
付
は
、
運
輸
監
理
部
長
又

は
運
輸
支
局
長
に
委
任
す
る
。

３

法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
及
び
運
輸

支
局
長
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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